
e

[別添1］

日本年金機構個人情報提供ガイドライン

1 はじめに

年金個人情報の外部への提供については、日本年金機構法第38条の規定及び個

人情報保護管理規程に基づき実施することとなる。

国の保有する年金個人情報を機構が情報提供することとなるため､情報提供権限

を有する国の「権限の行使」が必要となるところであるが、個人情報の提供につい

ては、それ自体個人の権利・義務を確定する行政処分ではないこと、また、情報提

供事務の実態として､定期的･定型的に提供するものが大部分を占めること等から、

事前かつ個別に国の権限の行使（決裁）を行うのではなく、予め、提供事務に係る

ガイドライン（手続、提供範囲等）を定めることにより、提供事務の円滑かつ適正

な運用を行うものである。

2個人情報の提供に係るガイドライン

（1）日本年金機構から外部へ情報提供することについて

日本年金機構法第38条第4項及び第5項に規定する場合に限り、年金個

人情報を外部へ提供できるものである。（事業所情報等の年金個人情報ではな

いが、個人情報保護管理規程において準用するものの提供先についても本ガ

イドラインの別表の範囲内で提供できるものである｡）

①社会保険オンラインシステムにより提供の仕組みが構築されているなど

情報提供する内容が事前に決まっているものについては､本ガイドライン別

表1により根拠法令、情報提供先、使用目的等を列挙し、その範囲内で行う

情報提供については個別の権限の行使は不要とする。

②本ガイドライン別表2により、根拠法令、提供先等を定め、その範囲内で

行う情報提供については､情報提供した件数を個人情報保護管理担当部署へ

報告することとし、国の権限の行使は不要とする。なお、滞納処分に関する

質問検査を規定する地方税法等の条項や、年金給付と他の法律による給付と

の併給調整に関する事務を規定した法令等､照会元や根拠法令が多岐にわた

るものについては、ガイドラインに網羅することが困難なため、本ガイドラ

イン別表2に定められていない根拠法令であっても、法律の規定上、日本年

金機構法第38条第4項及び第5項にあたることが明らかな場合、国の権限

の行使は不要とする。個人情報の提供にあたって疑問点が生じた場合には、

速やかに情報公開文書Gへ照会するものとする。



③本人の同意があるものについては、国の権限の行使を不要とする。

なお、情報提供した件数を②と同様、個人情報保護管理担当部署へ報告
するものとする。

（2）個人情報提供に係る事務について

①上記（1）の①に係る事務について

主に日本年金機構本部が社会保険オンラインシステムにより､提供先との

覚書等に基づき提供するものであり、その提供先､根拠法令等は本ガイドラ
イン別表1に掲げるものに限る。

②上記（1）の②に係る事務について

主に年金事務所が､本ガイドライン別表2に掲げる提供先に対し、必要最
低限の範囲内で個人情報の提供を行うものである。

なお､提供した件数を根拠法令別に四半期単位で個人情報保護管理担当部
署へ報告するものとする。

③上記（1）の③に係る事務について

②同様､提供した件数を四半期単位で根拠法令別に個人情報保護管理担当
部署へ報告するものとする。
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日本年金機構個人情報提供ガイドライン別表1

提供先 提供データ事項 使用業務（根拠法令） 使用目的 担当部局
樋構域露38
条飾6項各号
での分顕

市町村（特別区を含む） 国民年金の被保険者の資格に関する事
項

住民基本台根の作成（住民基本台根法
(以下「法」という。）第7条、住民基
本台幌法施行令(以下『令」という。）第
5条） 、住民基本台頓法上の届出に関す
る事務（法第22条、第29条、令第2
3条、第24条の4，第28条）

･住民基本台根の配載事項の確麗
･転出鉦明書情報の確麗
・住民基本台幅法上の届出の附配事項の
確麗

○ 総務省 三号 イ

企業年金連合会､厚生年金基金 厚生年金保険の被保険者肥録
(年金分割に関する事項）

厚生年金保険法篤133条の3及び第163条の
4､厚生年金基金規則第74条の2

基金の加入員、加入員であった者及び受
給者の標準報酬月額の改定

中途脱退者、解散基金加入員及び受給者
の標箪報酬月額の改定

○ 年金局 三号 イ

企業年余邇合会

老齢厚生年金等の受給梅者配録

厚生年金保険の被保険者資格配録及び
新規裁定者に係る年金受給者妃録

厚生年金保険の被保険者資格記録及び
新規裁定者に係る年金受給相者配録

厚生年金保険の被保険者肥峰
(養育特例に関する事項）

基金の受給者に係る代行給付及び代行給付
の支給停止梁務
〔厚生年金保険法第1銅条の幻

｡

中途脱退者及び解散基金加入員に係る代行
給付及び代行給付の支給停止粟務
〔厚生年金保険法第1闘条の2〕

政府負担金の算出業務
〔厚生年金保険法61年改正法附則第84
条〕

企菜年金連合会が行う菜務
〔厚生年金保険法第159条〕
〔厚生年金保険法60年改正法附則第85
条〕

厚生年金保険法第26条による被保険者等
の標準報醐月額の特例（養育特例）の申
出を行った厚生年金基金加入員に関する
業務

基金の受給者の在職等による老齢厚生年
金の確麗

中途脱退者及び解散基金加入員の在職等
による老齢厚生年金の確麗

厚生年金基金が政府負担余を受けるため
の被保険者資格配録の確麗

・中途脱退者への年金給付の支給に必要
な配録確麗
･年金相戯
･企案年金連合会が政府負担金を受ける
ための被保険者配録の確麗
・企案年金連合会が行う責任準備金の算
出に係る解散基金加入員の肥録の竪備
・解散基金加入員に係る裁定購求書の送
付及び代行年金の受給権の破腿

基金加入員であった者の養育特例期間に
係る年金額の算定及び箕格記録の確麗の
ため

○

○

○

○

年金局

６
１

年金局

年金局

年金局

三号

三号

三号

三号

イ

イ

イ

イ
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提供先 提供データ事項 使用業務（根拠法令） 使用目的 基臣年金番号の
痩侯の有缶 相当部屋

檀構法第38
条第6項各号
での分顛

企業年金邇合会
住所情報、新規裁定者情報、厚生年金
保険被保険者肥録情報

基金の加入員、加入員であった者及び受
給者に対する裁定購求の勧奨及び年金配
録等の提供
基金の加入員、加入員であった者に対す
る裁定鯖求の勧奨
基金の加入員、加入員であった者及び受
給者の加入員原癖との突合せ
〔厚生年金保険法第130条〕
中途脱退者、解散基金加入員及び受給者
に対する織定鯖求の勧奨及び年金記録等
の提供

中途脱退者及び解散基金加入員に対する
裁定鯖求の勧奨
中途脱退者、解散基金加入員及び受給者
の加入員原鱒との突合せ
〔厚生年金保険法第159条〕
確定給付企業年金の加入者であった者に
対する裁定購求の勧奨

基金の加入員、加入員であった者及び受
給者に対する裁定鯖求の勧奨及び年金肥
録等の提供
基金の加入員、加入員であった者に対す
る裁定鯖求の勧奨
基金の加入員、加入員であった者及び受
給者の加入員原簿との突合せ

中途脱退者、解散基金加入員及び受給者
に対する裁定購求の勧奨及び年金配録等
の提供

中途脱退者及び解散基金加入員に対する
裁定鯖求の勧奨
中途脱退者、解散基金加入員及び受給者
の加入員原簿との突合せ
碗定給付企業年金の加入者であった者に
対する戴定鯖求の勧奨

○ 年金局 三号 イ

国民年今基金連合会

国民年金被保険者配録

住所情報及び新規裁定者情報

国民年金基金加入者の妃録の収集及び国
民年金基金掛金の徴収に関する事務等
〔国民年金法第第127条〕

国民年金基金受給権者の現況確麗の鯛査
〔国民年金法第137条の15〕

基金の加入員、加入員であった者及び受
給者に対する裁定購求の勧奨及び年金記
録等の提供

基金の加入員であった者に対する裁定鯖
求の勧奨
〔国民年金法第137条の15〕
加入者であった者に対する、個人型年金
への資産移管手続き及び裁定購求の勧奨

国民年金基金加入・喪失記録の有無の確
鰹

国民年金基金加入麦格の有無の磁麗及び
国民年金保険料未納者の把握

国民年金基金受給権者の生存確麗の鯛査

基金の加入員、加入員であった者及び受
給者に対する裁定購求の勧奨及び年金配
録等の提供

基金の加入員であった者に対する裁定購
求の勧奨
加入者であった者に対する、個人型年金
への資産移管手続き及び裁定鯖求の勧奨

○

○

○

○

年金局

年金局

年金局

年金局

三号

三号

三号

三号

イ

イ

イ

イ

旧三公社(JR) 年金支給内容に関する事項 旧三公社における特例年金支給等鯛整事務
〔厚生年金保険法附則第33条〕

旧三公社における特例年金支給等鯛整のた
め ○ 国交省 三号 イ

旧三公社(JT) 年金支給内容に関する事項 旧三公社における特例年金支給等鯛整事務
〔厚生年金保険法附則第33条〕

旧三公社における特例年金支給等鯛整のた
め ○ 財務省 三号 イ

旧三公社(NT) 年金支給内容に関する事項 旧三公社における特例年金支給等鯛整事務
〔厚生年金保険法附則第33条〕

旧三公社における特例年金支給等鯛整のた
め ○ 財務省 三号 イ

地方公務員共済組合連合会 国民年金の年金受給者肥録

国民年金法施行令第15条第1項
国民年金法施行規則第92条
(共済払いの基礎年金の支払に関する事
務）

同左 ○ 総務省 三号 イ
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提供先 提供データ事項 使用菜務（根拠法令） 使用目的 基■年金■号の
提供の有■ 担当部局

での

I法第38
5項各号
分頚

国家公務員共済組合連合会

年金の一部又は全額支給停止に関する
事項

年金支給内容に関する事項

年金支給内容に関する事項

失業保険等の受給状魍に関する事項

共済組合員にかかる異動･年金等情報

退職共済年金の決定・在職支給停止にか
かる事務

〔厚生年金保険法第1"条の2第1項〕

遺族年金受給にかかる年金併給鯛整事務
〔国民年金法第20条､厚生年金保険法第38
条〕

併給調整対象年金鯛査､加蛤金蝿韓鯉春
〔国民年金法第20条､厚生年金保険法第38
条〕

雇用保険受給による年金併給鯛整事務
〔厚生年金保険法第100条の2第1項〕

被用者年金一元化に伴い､厚生年金保険法
の事務を行うにあたり必要な情報提供
〔厚生年金保険法第1”条の2第1項〕

厚生年金保険の被保険者である間の退職
を支給事由とする年金給付の支給の停止
に係る毎月の標準報醐月額及び標準報酬
賞与額等の確麗のため

遺族年金受給にかかる年金併給鯛整のため

併給
ため
鯛整対象年金鯛査､加給金鯛整鯛査の

雇用保険受給による年金併給鯛整のため

同左

○

○

○

○

○

財務省

財務省

財務省

財務省

財務省

三号

三号

三号

三号

三号

イ

イ

イ

イ

イ

地方公務員共済組合理合会

年金の－部又は全額支給停止に関する
事項

年金支給内容に関する事項

年金支給内容に関する事項

失菜保険等の受給状態に関する事項

共済組合員にかかる異動･年金等情報

退職共済年金の決定・在職支給停止にか
かる事務
〔厚生年金保険法第100条の2第1項〕

遺族年金受給にかかる年金併給鯛整事務
〔国民年金法第20条､厚生年金保険法篇38
条〕

併給鯛整対象年金鯛査､加錐金廻翰陶害
〔国民年金法第20条､厚生年金保険法第38
条〕

雇用保険受給による年金併給鯛整事務 ．
〔地方公務員等共済組合法附則第26条の2〕

被用者年金一元化に伴い､厚生年金保険法
の事務を行うにあたり必要な情報提供
〔厚生年金保険法第100条の2第1項〕

厚生年金保険の被保険者である間の退職
を支給事由とする年金給付の支給の停止
に係る毎月の標準報酬月額及び標準報酬
賞与額等の確麗のため

遺族年金受給にかかる年金併給鯛整のため

併給鯛整対象年金鯛査､加給金鯛整鯛査の
ため

雇用保険受給による年金併給飼整のため

同左

○

○

○

○

○

総務省

総務省

総務省

総務省

総務省

三号

三号

三号

三号

三号

イ

イ

■

イ

イ

イ

日本私立学校握興・共済事業団 年金の一部又は全額支給停止に関する
事項

退職共済年金の決定・在職支給停止にか
かる事務
〔厚生年金保険法第100条の2第1項〕

厚生年金保険の被保険者等である間の退
職を支給事由とする年金給付の支給の停
止に係る毎月の標準報酬月額及び標準賞
与額等の確麗のため

○ 文科省 三号 イ
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提供先 提供データ事項 使用業務（根拠法令） 使用目的 基■年金■句の
提供“■ 担当部局

機檎法露38
条第6項各号
での分頚

日本私立学校握興・共済事粟団

年金支給内容に関する事項

年金支給内容に関する事項

雇用保険法による基本手当等の受給状
態に関する事項

共済組合員にかかる異動･年金等情報

遺族年金にかかる年金併給鯛整事務
〔国民年金法第20条､厚生年金保険法第38
条〕

併給鯛整対象年金鯛査､加蛤金蝿轄腿香
〔国民年金法第20条､厚生年金保険法第38
条〕

雇用保険法による基本手当等の受給による
年金併給鯛整事務
〔厚生年金保険法第100条の2第1項〕

被用者年金一元化に伴い､厚生年金保険法
の事務を行うにあたり必要な情報提供
〔厚生年金保険法第100条の2第1項〕

遺族年金にかかる年金額の決定又は支給額
の決定等のため

雑
鋤
鯛整対象年金鯛査､加給金鯛整鯛査の

雇用保険受給による年金併給鯛整のため

同左．

○

○

○

○

文科省

文科省

文科省

文科省

三号

－口

二言

三号

三号

イ

イ

イ

イ

全国健康保険協会 健保協会の集務の実施に必要なものに
関する事項

健保法第51乗の2及び健保法施行規則第2
条の6第1号～第6号 同左 ○ 保険局 三号 ロ

厚労省保険局国民健康保険腺
→国民健康保険中央会
→国民健康保険団体邇含会
→市町村

厚生年金保険及び船員保険の年金受給
権者配録

者圏
１
１
健
保
民
康

退聡
〔国
民健

f制度に係る事務
［保険法附則第6条、第20条、国
@法施行規則附則第5条〕

退職者医療倒度を実施する市町村におい
て、該当者を確麗するため ○ 保険局 三号 ′、

厚労省労働基準局
労働基準監督署

労災年金等と併給鯛整の対象となる厚
生年金保険等の年金受給者肥録

労働者災害補償保険法第14条第2項、第15
条、第16条の3，第18条等

労災年金等と公的年金各法との制度間の
併給鯛整を確麗・決定するため ○ 基準局 三号 二

市町村（特別区を含む）

特別徴収対象者一覧等

介瞳保険料、後期高齢者医療保険料及
び国民健康保険料の年金からの特別微
収に関する事項

介腫保険法第134条、高齢者の医療の確保
に関する法律第110条、国民健康保険法第
76条の4の規定による通知

介塵保険法第134条、高齢者の医撫の確保
に関する法律第110条の規定において準用
する介瞳保険法第134条、国民健康保険法
第76条の4の規定において準用する介腫保
険法第134条 ．

同左

同左

○

○

老健局

老健局
保険局

三号

三号

ホ

ホ

社団法人国民健康保険中央会
介霞保険料、後期高齢者医療保険料及
び国民健康保険料の年金からの特別微
収に関する事項

介膜保険法第134条、高齢者の医療の砿保
に関する法律第110条の規定において準用
する介瞳保険法第134条、国民健康保険法
第76条の4の規定において準用する介腫保
険法第134条

同左 ○
老健局
保険局

三号 ホ



’
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提供先 提供データ事項 使用業務（根拠法令） 使用目的 担当部局
榎構法篤38
条節5項各号
での分顛

社団法人地方税電子化憧墜今 個人住民税の年金からの特別徴収に関
する事項

地方税法第321条の7の3 、．
地方税法施行規則第9条の8 同左 ○ 総務省 三号 ホ

国民健康保険団体邇合会
介腫保険料、後期高齢者医療保険料及
び国民健康保険料の年金からの特別徴
収に関する事項

介瞳保険法第134粂、高齢者の医療の確保
に関する法律第110条の規定において準用
する介瞳保険法第'34条、国民健康保険法
第76条の4の規定において準用する介腫保
険法第134条

同左 ○ 保険局 三号 ホ

国民年金基金適合会
硫定拠出年金劉度において、個人型年
金における加入申出者等の資格確埋通
ぴ納付砲麗の状況把橿に関する事項

確定拠出年金菜務
〔確定拠出年金法第74条〕 砿定拠出年金加入資格者の確定のため ○ 年金局 三号 へ

独立行政法人福祉医療機構

年金受給権を担保とする小口の融貴に
関する厚生年金保険、船員保険及び国
民年金の年金受給櫓者記録

厚生年金保険、船員保険及び国民年金
の年金受給擢者肥録

独立行政法人福祉医療機構法第12条

独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の
2

年金受給権を担保とする小口の融資に関
する事務の円滑、かつ、能率的な運営を
図るため

承継年金担保の承継債権管理回収のため

○

○

年金局
社会局

年金局
社会局

三号

三号

へ

へ

企業年金連合会 厚生年金保険の被保険者資格配録及び
新規裁定者に係る年金受給者肥録

確定給付企業年金と厚生年金基金の間の
移転業務
年金受給権者の死亡飼査
〔確定給付企業年金法第107条、第110条
の2，第111条、第112条〕

・姫疋柘1可正藥牢壁か打つ年霊霜付及び

年金相餓の事務を円滑に行うため
・企業年金連合会が行う責任準備金の算
出に係る解散基金加入員とみなされた者
に関する記録の整備
・解散基金加入員とみなされた者に係る
銭定購求書の送付及び代行年金の受給権
の確鯉

○ 年金局 三号 へ

独立行政法人農業者年金基金

国民年金の資格配録

国民年金の資格配録

農業者年金基金受給樋者の業務
〔独立行政法人農業者年金基金法第3条〕

国民年金と農薬者年金基金の被保険者配
録の整合性確保
〔独立行政法人農業者年金基金法第3条〕

農菜
査
者年金

■

基金受給権者の生存確麗の鯛

国民年金と農菜者年金基金の被保険者配
録の整合性確保

○

○

年金局
農水省

年金局
農水省

三号

三号

へ

へ

都道府県膳会蟻員共済会、市嘩会墜
貝共済会、町村麓会臓員共済会

厚生年金保険及び船員保険の被保険者
配録

地方議員加入期間と厚生年金保険加入期
間（船員保険も含む）の重複砿麗業務
〔地方公務員等共済組合法第161条の2，
同法施行令第69象〕

地方職員加入期間と厚生年金保険加入期
間（船員保険も含む）の重複確麗のため ○ 総務省 三号 へ

社会保障惚定総轄園邇整樫閏
･適用鉦明書の情報
･届出書の回付・その鉦明及び被保険
者期間の証明

・社会保障に関する日本国と社会保障協
定締結国との間の協定

・社会保障協定の実施に伴う厚生年金保
険等の特例に関する法律

社会保障協定に関する適用・給付事務の
ため ○

年金局
←今吾旦竺昌旦竺

千……可時

三号 へ
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提供先 提供データ事項 使用業務（根拠法令） 使用目的 基■年金轡号の
…有簸 相当部屋

機構法館
条第6項1
での分類

株式会社日本政策金融公庫 年金支給内容に関する事項

三共済受給者(担保設定者)及び旧農林共
済受給者における情報提供
〔株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担
保金融に関する法律第1条〕

年金を担保とする貸付の事務のため ○ 財務省 三号 へ

沖縄握興開発金融公庫 年金支給内容に関する事項
三共済受給者(担保設定者)及び旧農林共
済受給者における情報提供
〔沖縄撮興開発金融公庫法第19条〕

年金を担保とする貸付の事務のため ○ 内閣府 三号 へ

農林漁業団体腿員共済組合 年金支給内容に関する事項 ．
併給鯛整対象年金廻杏､加絵舎魎翰魍香
〔国民年金法第20条､厚生年金保険法第38
条〕

蹴
趣
鯛整対象年金鯛査､加給金鯛整鯛査の

○ 農水省 三号 へ

農林漁業団体蝋員共済組合
厚生年金保険の被保険者配録（現役役
職員が対象）

①適用事梁所の合併等異動の特定（特例
年金政令（平成14年政令第45号）第28条
第3項）

②異動後の適用事集所に対して、特例巣
務負担金を告知（特例年金省令（平成14
年農林水産省令第25号）第49条）

特例業務負担金の徴収事務のため（同負
担金は、標準報酬月額を元に計算） ｡ ○ 農水省 三号 へ

農林漁菜団体聡員共済組今回
●

厚生年金保険刷度及び農林漁業団体職
員共済組合創度の統合を図るための農
林漁菜団体轍員共済組合法等を廃止す
る等の法律の円滑な実施のための事前
準愉に関する事項

厚生年金保険刷度及び農林適薬団体職員
共済組合制度の銃合を図るための農林漁
乗団体職員共済組合法等を廃止する等の
法律の円滑な実施のための事前準備

厚生年金保険劃度及び農林漁業団体願員
共済組合劉度の統合を図るための農林漁
集団休職員共済組合法等を廃止する等の
法律の円滑な実施に係る事前準備のため

○ 農水省 三号 へ

農林漁業団体職員共済組合 失業保険等の受給状態に関する事項 雇用保険受給による年金併給鯛盛事務
〔厚生年金保険法附則第7条の4〕 雇用保険受給による年金併給鯛整のため ○ 農水省 三号 へ

農林漁菜団体職員共済組合

農林漁業団体職員共済組合

農林漁集団体聰員共済組合

農林漁桑団体轍員共済組合

厚生年金保険及び船員保険の被保険者
配録（既裁定者が対象）

①継続厚生年金期間を含めた既裁定年金
の額改定（平成13年統合法附則第10条、
第16条）

②在職支給額の計算（平成14年経姻錯雷
政令（平成14年政令第44号）第14条第1
項等）

③特例年金の額改定（平成13年統合法附
則第44条第5項等）

④特例年金の在職中停止（平成13年統合
法附則第44条第9項等）

統合前から引き続き農林漁菜団体に勤
務していた者に対する移行年金額の改定
に当たり、厚生年金の被保険者資格を喪
失状況を毎月チェックするため。

移行年金者が厚生年金の被保険者であ
る塙合の標準報酬月額に基づく在職支給
額の計算、及び同貴格を喪失した塙合の
在職支給停止の解除のため。

特例年金額の改定に当たり、旧農林共
済組合員期間と継続厚生年金期間を合わ
せて20年以上になったかどうかの確麗の
ため ｡

特例年金は厚生年金の被保険者である
間支給停止となっているため。

○

○

○

○

農水省

農水省

農水省

農水省

三号

三号

三号

三号

へ

へ

へ

へ
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提供先 提供データ事項 使用業務（根拠法令） 使用目的 基皇年金■号の
提供画鐘 担当部局

檀構｜
条篤｜
での1

&第3B
i項各号
卜顛

農林漁桑団体職員共済組合 基礎年金番号疑重複情報
基礎年金番号8T正者の情報提供（平成13
年統合法（法律第101号）附則第60条第2
項）

複数の基礎年金番号を保有する者につい
て、基礎年金番号を統合するため。 ○ 農水省 三号 へ

農林漁業団体聡員共済組合

①

既裁定者歴番通知（新規裁定者証番）
①新規裁定者の年金コード配録
②新規裁定者の移行年今琉毒の再発行
(平成13年統合法附則第60条第2項）

移行年金鉦害の年金受給者への発行に
当たり、厚生年金仕橡の年金歴書番号を
印字するため。

○ 農水省 三号 へ

農林漁粟団体蝋員共済組合 既裁定者代用支払情報 代用支払通知の作成と受給者への通知
(平成13年統合法附則第60条第2項）

金融樋関への振り込み不能により現金
支払に変更された者に対して、他の金融
槌関での払出証書を発行するため。

○ 農水省 三号 へ

農林漁業団体瞳員共済組合 厚生年金保険の被保険者原簿（新規裁
定者の原鰊）

①被保険者原簿の収録と裁定・改定鮫当
者等の抽出 ′
②特例年金裁定のための鯖求書送付、既
裁定年金の額改定処理
(平成13年統合法附則第60条第2項）

特例年金の鯖求指導、既裁定年金の額改
定等の処理のため。 ○ 農水省 三号 へ

農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険の被保険者原簿（既裁定
者の更新原鱒）

①被保険者原簿の収録と失権、在殴支給
麟当者等の抽出
②失櫓書類の送付、在職支給鯛整等処理
(平成13年統合法附則第60条第2項）

失権処理、在職支給鯛整等の処理のた
め 、 ○ 農水省 三号

0

へ

農林漁業団体職員共済組合 既裁定者摂込不飽報告／取消情報

①不能報告／取消情報の記録と鮫当者の
出力

②披込不能者の確腿と口座変更、解約等
の処理

③援込明細（町正／取消）作成と回付
(平成13年統合法附則第60条第2項）

死亡による口座の閉鎖等により擬込不能
となった者の振込明細楕報（町正／取
消）の作成のため。

○ 農水省 三号 へ

農林漁業団体職員共済組合 年金支給内容に関する事項
遺族年金受給にかかる年金併給鯛整事務
〔国民年金法第20条､厚生年金保険法第38
条〕

遺族年金受給にかかる年金併給鯛整のため ○ 農水省 三号 へ

国家公務員共済組合連合会、地方公
務員共済組合連合会、日本私立学校
握興・共済事集団

老齢厚生年金の加給年金額等

社会保障協定特例法で定めらた加給年金
額等の支給の鯛整
〔社会保障協定の実施に伴う厚生年金保
険法等の特例等に関する法律第15条、
第34条、第93条〕

社会保障協定特例法で定めらた加給年金
額等の支給の鯛整を行うため ○

年金局
年金機構

三号 へ
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提供先 提供データ事項 使用業務（根拠法令） 使用目的 基■年金■号の
捷侯唖鍾 担当部局

橿構法節38
条箆6項各号
での分顛

地方公務員共済組合連合会

介腫特別徴収対象者記録 ．

国民健康保険料（税）及び後期高齢者
医療保険料の特別徴収対象者妃録

個人住民税の特別徴収対象者記録

介腫特別徴収対象者の市町村への通知
〔介瞳保険法第134条〕

国民健康保険料（税）及び後期高齢者医
疲保険料の特別徴収対象者の市町村への
通知

〔国民健康保険法第76条の4，高齢者の医
療の確保に関する法律第110条〕

個人住民税の特別微収対象者の市町村へ
の通知

〔地方税法第321条の7の3〕

特別徴収の対象となる年金との突合

特別徴収の対象となる年金との突合

特別徴収の対象となる年金との突合

○

○

○

総務省

総務省

総務省

三号

三号

三号

ホ

ホ

ホ

財団法人地方自治情報センター 本人確麗情報の提供に関する事項 住民基本台接法第30条の7，第30条の10 同左 ○ 総務省 目的内利用

㈱ゆうちよ銀行
年金たる保険給付の支払にかかるデー
タ

年金受給者への年金の支払事務
〔予算決算及び会計令第42条の2，支出官
事務規程第11条〕

受給者に対し厚生年金等の支払を円滑に
行うため ○ 総務省 目的内利用

日本銀行
年金たる保険給付の支払にかかるデー
タ

年金受給者への年金の支払事務
〔昭和52年3月31日付蔵計第753号通知〕

受給者に対し厚生年金等の支払を円滑に
行うため ○ 1■■■■■ 目的内利用

財務省会計センター
年金たる保険給付の支払にかかるデー
タ

年金受給者への年金の支払事務
〔予算決算及び会計令第42条の2、支出官
事務規程第11条〕

受給者に対し厚生年金等の支払を円滑に
行うため ○ 財務省 目的内利用

社会保険診療報爾支払基金
→後期高齢者塵麺広峻連合

75戯以上の鹿定解除された被扶養者
情報及び障害鹿定解除被扶養者情報

高齢者の医擦の確保に関する法律第99条
第2項、高齢者の医療の確保に関する法律
施行規則第116条

同左 × 保険局 被扶養者情報

厚生労働省労働基準局
事業所情報（事集所名称、事業所所在
地、電話番号、適用年月日、被保険者
数、社会保険統一事業所コード等）

社会保険の適用事業所データと労働保険
の適用台根データとの突合に必要な情報
の提供とその取扱に関する協定
(H14.3.25)

労働保険の適用の適正化を図るため × 基準局 事業所愉報等

睦観全連合会
保険組合

特定適用事菜所情報（事業所整理鯉
号、事案所所在地、事桑所適用年月
日、法人番号、特定適用事案所区分、
該当・不骸当年月日等）

健康保険組合における特定適用事桑所情
報の把握（健康保険法第39条第2項）

短時間労働者の被保険者資格の管理など
の事務処理を正確に行うため × 保険局 事粟所情報等
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日本年金機構個人情報提供ガイドライン別表2

【機構法第38条第4項に基づき提供する場合】

提供先
ﾉ

根拠法令等

譲判所 刀Ⅳ幸野騨痙”画ご奉顕墓頚1－錘ヲ、唾誕彌”煙四郎市

ータ■も画け ｰｰ…一…画0可－1■■…ーニービー醒仔皇『”不＝＝ 列咽幸酢唾軍年U画〃率皐盗靱U－錘~ジ、錘江園嘩争硯”厘壼

産奉9コ、唾率マ…ロ●印“＝率張屋亭砂函坦、不言泰 J凋一醍睡砥幸二0．奉牽U硯U－錘~ジ、塞押元

種祭百，識判所及び錘判官 JJ咽季醍唾軍牽つU〃率1－錘~ジ、錘荊”秘1丁1－園，匂孤凹蚕

裁判蔵 兵幸酔摩露牢ニニロ率U－毎~ジ、エ垂四撹羽彌尋

硬祭官及び種繋事漉冒 函睡ロッサヴ過りPw池即堅い5匹gF哩錘w湿晒M寺1－闇9句法秤顛〃 ‐I索鰯1硯興ひ弟Z製によ③噸簔

菅祭百 シ手亟皐ロ率四つ鰯U楓1－串③垂押丞

家庭錘判所
＝一一…Uｰ黍8－一画躍四即面冬呼＝丁子へ

種察官及び司法奮祭員 国”唾＝表理守0－図ツ③渥秤醗己率婦墓理U一歩句毒1甲丞

硬祭官及び司法奮察員
團塚刑幸露潤、､－羽ツ⑧恥幻守U－園ヲ③唾津皐暮宋1－面い~L率嗣可匂圏醗睡宜天珊等に閨すも涯律第8栄第2項による墨押え

露判嗣及び麺判官
'ー・ ･･･ーローマー･一‐ ‐〆マワーー一一マー･ー~。｡ーー・■一・,ﾛ･‐マウーーーピー…”弓勺丁0－四万一四…汗卒一子手”画蓉Uー季や垂山田p羽0＝癖へ堅いDtH室

郡逗府県畜察 目配曄垂云郵寄U一四ザe巫坪皐暮率躍墓硯1－垂。、毒坪丞

郡逼府県査察
ｰ…‘､汐テーU和‘00-炉四F ‐‐…〆っ司丁'一函夛ロッー1手車凹奉U－CgU・も〒"面ブ包型醇逗垂穴恥守0－国ヲ匂巫1早翠辱宰銅至硯I己錘つ、霊押え

硬誕震令に蚤つく賦衾を行った官公署 巫国画■■零つ0唾幸ニロネ年二魂ロー雪~シ、駆戸”琿駆兵ひ醸垂1－凶wO悶霊

エ睡回ロ回唾。B唾封B一〃率”ニニ牽口観1－＝ジ、誕貢”駆駆狸ひ慨垂1－園V③騨霊
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根拠法令に基づく照会を行った官公署 垂嘩函回向収罰露顕垂'零”ごU昂尋担1－錘つく叡古切蹴取埋ひ硬宜【こ興す令函霊

……pJU－‐＝、〃砺＝=刊J＝〃－ロユ君 立睡函回向駆句I露顕茎〃宰吻⑪つ犀至硯1－錘。、和声”蹴取媒ひ硬堂'三閏す③睡霊

唾誕…1刀Uｰ＝‐、孤画＝己1J＝〃－0．蛮画 ヱ睡函回向駆句I西顕0 〃〃末野墓硯1－錘。、辱駆軍1－図wo醐趣

根拠法令に基づく照会を行った官公署 立画間”駆訓露顕I■･未”Oロ昂尋硯1－傘。、昧琿五和1可印需”訊汀Iこ園亨~も願塞

根拠法令に基づく照会を行った官公署 ＝…Q~卿卿一劃ロー罪■ｰ汀辛諏一…0－‐一、函I副寸0－函フ切醍酉

根拠法令に基づく照会を行った官公署 =睡画、n噸口U亟蝿二0U翠鯛巫現1－缶~三、墾刷拳蒔”胴垂

根拠法令に基づく閣会を行った官公署 ビョ醒勿哩剛取騨澪”0＊”⑨喫U－錘~ジ、墾貝馴争Tr躁菅哩鐸与呉”願蛋

根拠法令に基づく質問検壷等を行使した官公署 股ョ“5峰剛駆騨露率二率1－画~ジ、煙添、雲狩五寺

根拠法令に基づく質問検盃等を行使した官公署 国極”似露”0斗U率1－章~ジ、奥画里ひ裡垂l禰輔池万I呈囲~y旬又向硬堂琶湿疋すも堪万観露等の桑現を含む。例：
は、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とされている条項。）

I滞納処分について

弔堅＝…丁訂ローーー、具B副唾宜壷己刀』ニレヴー回蛮画 昌嘩埋副露昂’斗奉”zI－盆。、輿I麺唾奇輻

痙垂“-Vコロー…一、異B副唾ユマ廷1J醒レ〃＝回蛮有 ドョ嘩埋副睡昂〃斗率”轡1－錘蛮、旦興哩奇唖

根拠法令に基づく質問検査等を行使した官公署 ビヨ毎…H亟矛。〃率1－“~ジ、輿両、睡五寺

根拠法令に基づく質問検査等を行使した官公署 聖勾痙露串〃二率”'1－章~ジ、瓦J埋曇垂

根拠法令に遜づく買間検垂等を行使した官公署 “勾極恋皐〃二宰吻DgI－錘~三、風I型騨室 0

…塞一ロロU一四一、二0判蕗ユマ唾ロa医ビ〃－8コ二面 “勾癖澪銅〃至宰”画等1－曲~ジ、亙侭檸雷

極理法市Iら鐘~ヨ、瓦I珂極童寺巷1丁狸し庭~圖抵君 聖勾錘露牢〃⑪零wpI－＝~ジ、瓦I司梗童

…＝…Fq－…一、具U副唾ユマ廷1J唾凹J－p蓉種 廻勾痙軍年〃や率”〃0－画~ジ、輿I埋埜壷

根拠法令に轟づく買間検盃等を行使した宮公署 聖勾錘露坤''零ロー“ジ、具!璽担垂

躯”毎露”U UD率ローージ、輿I副審童
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‐-‐ ‐．~ ‐－‐ ‐ ‐‐ 、~~~一・~‐‐ロー『‐ー．ーー‐ 、･･･ーも ’･'一・ ・ 一 ・ー”d乙蓉q■･グ』汐…■ 、P四タ己画みｰローーー、具I副曄ユウ、wlR毎煙泳ノッ忠｡

極拠法令に麩つく頁間硬盃等を行便した官公署 ．
～タゴーー詞刀 ■苛苛奉画ｸﾛ ﾛ ■ー＝一、哩旦型一画

砥誕露令に遜つく頁間摸盃等を行便した官公署 一夕虫……”5ｰｰ不ﾛｰ壷一、里旦亜＝~＝

極拠法帝に歪つく貢間硬薮等を行便した官公署 ~夕己画しー郵刀一画寺卒ロー＝一、兵U理一画

1塁空蝉~U刀8ｰ函一、星U副嘩ユ壷画1J唾し』二回蓉賓 ~”己”と~率～凹凹不Uｰ壷一、風I印嘩垂

煙麺露和0－蚕ジ、具'四煙五守奪1丁哩しJこ~日電言
ワークヴ画わ一郭刀画一ご手ロー‐一、異U副宮澤画

砥鎚透帝に全つく翼間硬垂尋を行便した宮公署
ｰｰタゴッゥー可■ｰｰ画季Uー＝ー、異I哩雪面

慨誕童電に錘つく真間硬宜幹を荷便した官公響
一画タタ画●ｰ毎万－すグピ手ロー‐一，二g理垂里

痙垂寧可コローーゴ、“I副医＝守琶1J睡しJ二日謹雷
～クョ画とｰ罰万一一一季ローーー、呈昌里ご室己

極理法帝に墨つく貢間硬趣等を行便した官公署
～タロッb…珂巧ｰ草曹季ローーー、星g里垂里

極拠睡帝に錘つく翼同硬童寺を行便した百公署
~ｰ〃画画■一死〃ｰグ ー丁示ローーー、異l郡亨巽画

T“＝堅~U否ロー雪＝、ヱロ副嘩ユ守延1』匪レガニロ盃雷
~〃車Tb－列ちげ￥q不■ー‐一、具Ⅱ副＝~＝

砥塾溝帝に盆つく頁間硬垂等を行便した宮公署
~ｰグ包暫ウー罰ログ華ロへ■ー＝ー、臭目理＝画

狸誕承帝に曇つく翼同硬査等を行便した官公署
～”幻…一郭刀グー嘩不”マローーー、星U哩一~陣■‐

配囲嘱貝
ー画●ー詞口 ｡ ■‐へ罰万■■…oー~一、昼l副審四壷

塞耐羅舎歴
一画、~ｰ一”b…訂〃ーピ不ロー‐一、垂閂＝へ 。

王酒泳厘の釆馳穣閣礫ひ調祉畢栃所

〈。〉 ） ＜注＞他の事項（生活保腰法第29条第1項に基づく鯛査事項）は本人の同窓に基づき提供すること。
‐‐‐ ーｰ 一 ‐ ー＝ - ・ーーーママーーマ 巳一一一~g■~■ー圏グ ー‐手函、 画可坐りｰ函万やin毎種”



D ､

【機構法第38条第5項各号に基づき提供する場合】

提供先 提供データ事項 使用菜務（根拠法令） 使用目的 基■年金讐号の
挽侯の可否 担当部局 檀構途第38条節5項各号での分顛

地方厚生（支）局
事業
等）
所情報（事某所名、事案所所在地

厚生年金基金等への情報提供の際の経由
機関案務 厚生年金基金等への事業主に係る情報を

提供するため ○ 年金局 三号 イ

市町村（特別区を含む。 ）
国民年金第1号被保険者に関するデー
タ

法定受託事務及び自治事務
〔国民年金法第3条、国民年金法施行令
第1条の2〕 ．

市町村が行う国民年金事務（法定受託事
務および自治事務）の円滑な遂行のため ○ 総務省 三号 イ

厚生年金基金等 厚生年金基金等の菜務の翼施に必要な
ものに関する事項

厚生年金基金等が法令の規定に基づき行
うこととされている栗務

同左 ○ 年金局 三号 イ

今固侭嘩僅唆健全
全国健康保険協会の菜務の実施に必要
なものに関する事項

全国健康保険協会が法令の規定に基づき
行うこととされている菜務

同左 ○ 保険局 三号 ロ

市町村(特別区を含む。）
(国民健康保険担当課）

国民年金被保険者原簿情報
第2号被保険者喪失情報
第1号・第3号被保険者資格喪失・町正
者情報
国民年金被保険者異動憤報

国民健康保険の適用業務
〔国民健康保険法第113条の2〕 国民健康保険の適用集務を行うため ○ 保険局 三号 ノ、

市町村（特別区を含む〉
(国民壁慶塁睦頻当哩〉

国民健康保険短期鉦交付対象者情報
国民健康保険短期鉦除外対象者情報
(国民年金1号未納情報）

国民健康保険法第9条第10項及び第113条
の2

国民年金保険料の未納者に対する国民健
康保険の短期被保険者歴の交付 ○ 保険局 三号 ハ

年金保険者たる各種共済組合
労働基準監督署
健康保険の保険者等

年金の支給内容に関する事項

公的年金各法及び労働者災害補償保険法
等の規定に基づき劉度間の給付頂整
〔国民年金法第20条、厚生年金保険途第
38条、労働者災害補償保険法第14条第2
項、第15条、第16条の3，第18条、健康
保険法第108条等〕
※国民年金法又は厚生年金保険法に基づ
く年金給付との併給鯛整を規定する他の
法律を含む。

公的年金各法及び労働者災害補償保険法
等の規定に基づき劉度間の給付鯛蔓を行
うため

○

国共…財
地共…総
私学…文
農林…農
労働…基
準局
等

三号 一
一

市町村(特別区を含む。）
(介謹保険狽当塵）

公的年金給付の支給状況
保険給付の支給要件及び保険料の決定の
審査
〔介瞳保険法第203条〕

介瞳保険に係る保険給付の支給要件及び
保険料の決定の審壷を行うため ○ 老健局 三号 へ

市町村(＊
（我務担

を含む。） 国民年金
納付状況

第1号被保険者等の保険料の
保険料に係る社会保険料控除の適正化 保険料に係る社会保険料控除の適正化を

図るため ○ 総務省 三号

●

へ

都遊府県
市(特別区を含む．）
福祉事務所を管理する町村
〔宝應狸粧狸》

公的年金給付の支給状況
児童扶養手当の支給要件の審蚕
〔児童扶養手当法第30条〕

児童扶養手当の支給要件の審査を行うた
め

､｡‐

○ 雇児局 三号 へ

都道府県
(特別児童扶養手当・障害児福祉手
当担当腺）

公的年金給付の支給状況
特別児童扶養手当等の支給要件の審査
〔特別児童扶養手当等の支給に関する法
律第37条〕

特別児童扶養手当等の支給要件の審壷を
行うため ○ 雇児局 三号 へ
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税務署
国民年金
納付状況

第1号被保険者等の保険料の
保険料に係る社会保険料控塗の顕正化 保険料に係る社会保険料控除の適正化を

図るため ○ 財務省 三号 へ

各都道府県後期高齢者医療広域連合 老齢福祉年金受給者情報
高齢者の医痕の確保に関する法律の規定
による後期窩齢者医痕給付に関する事務

後期窩齢者医疫制度における富鍾虹善壁
等の自己負担制度の判定に係る事溺に必
要のため

× 保険局 三号 へ

市町村(特別区を含む。）
(担当腺）

公的年金給付の支給状況

障害福祉サービス、障害者支授施鐙等へ
の入所等の措置に関する事務
〔身体障害者福祉法第18条、知的障害者
福祉法第15桑の4，第16条第1項〕

介腫給付畳等の支給を受けることが困難
な身体障害者及び知的障害者への障害福
祉サービス提供、又は障害者支援施設等
入所等の措置のため

× 社援局 三号 卜

都道府県
(担当腺）

公的年金給付の支給状況

自傷他書行為を行うおそれがある輔神陣
害者の入院措置に関する事務
〔箱神保健及び精神障害者福祉に関する
法律第29条第1項、第29条の2節1項〕

自傷他害行為を行うおそれがある鞘神障
害者を措置入院させるため × 社援局 三号 卜

市町村(特別区を含む。）
(担当課） 公的年金給付の支給状況等

糖神障害者、知的障害者及び寓齢者の審
判の錆求に関する事務
〔精神保健及び糟神障害者福祉に関する
法律第51条の11の2，知的障害者福祉法
第28条、老人福祉法第32条〕

鞘神障害者、知的障害者及び高齢者の審
判の鯖求をするため ×

老健局
社援局

三号 卜

市町村(特別区を含む。）
(担当課）

公的年金給付の支給状況
居宅における介腫、老人ホームへの入所
等の措置に関する事務
〔老人福祉法第10条の4，第11条〕

高齢者への居宅における介腫等、又は老
人ホーム入所等の措置のため × 老健局 三号 卜

県
幟
準
耐
都
市
(担当腺）

別区を含む。） 公的年金給付の支給状況等

虐待を受けている窩齢者又は障害者に対
する福祉の措置
〔高齢者虐待の防止、高齢者の養履者に
対する支援等に関する法律第9条第1項、
第24桑、障害者虐待の防止、障害者の養
腫者に対する支援等に関する法律第9条
第1項、第19乗〕

虐待を受けている高齢者及び障害者への
虐待の防止や保凄のため

○
(※振込
口座の変
更などの
手統きを
行うため
に必要な
坦合に限
る。）

老健局
社援局

三号 卜

市町村(特別区を含む。）
(担当謀）

年金の握込に対する金融樋関の口座情
報等（金融機関名・支店名・預金科目
(種類）口座番号・口座名麓等）

虐待を受けている高齢者等に対する福祉
の措置〔老人福祉法第36条〕
※本人の同意を得ることができない理由
等が分かる書類の添付が必要

虐待を受けている高齢者等への虐待の防
止や保瞳のため × 老健局 四号 I■■■

保瞳観察所
公的年金給付の支給状況
年金加入配録等

医擦観察対象者の社会復帰促進〔心神喪
失等の状態で重大な他害行為を行った者
の医療及び観察等に関する法律第22条〕
※本人の同窓を得ることができない理由
等が分かる書類の還付が必要

医療観察対象者の生計の確保等の牛遥理
境の鯛整のため × 法務省 四号 ー

事象主(船舶所有者及びその事
務組合を含む．）

退職者の住所及び電鯖番号 厚生労働大臣への厚生年金保険原簿の訂
正の鯖求（厚生年金保険法第28条の2）

同左 × 年金局 四号 1■■■

市町村(特別区を含
（国民年金担当塵）

む。） 国民年金被保険者原簿傭報
第2号被保険者喪失情報

法定受托事務及び自治事務
〔地方自讃浅箪2桑〕 国民年金の粟務を行うため ○ 総務省 目的内利用

事桑主(船舶所有者及びその事
務組合を含む。）

法令上、事集主が行うこととされてい
る事務に係る肥録

被保険者等の哩鯉確埋
〔厚生年金保険法第27条他〕

事集主が被保険者等の記録を砲鹿するた
め ○ 年金機構 目的内利用
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※喪ガ巡鰯企魁鍵峰曇腱型望竺劃嘱ｹ旨-饗を網辱堕嵯厘璽蛙限定'陸M赴蚕はないことから､がｲドﾗｲﾝ別衷2に定められていない根拠法令であっても､日本年金機檎法箆38条第4項及び第5項に基づき､対応すること。
また､提供可否の判断に関して疑薮が生じた塙合には､傭報公雨文書Gへ照会すること。

【事業所情報等を提供する場合】

提供先 提供データ事項 使用粟務（根拠法令） 使用目的 甚■年色■弓の
槌偽の可否 狽当部局 樋構珪第38条鯖5項各号での分回

都道府県労働局
労働基準監督署

事粟所情報（事粟所名、労働者敵等）
労働保険の保険料の撤収等に関する法律
第43条の2

労働保険の適用の適正化を図るため
× 基準局 ■■■■

都道府県労働局
(労働者派遣事業監笹担当課）

事菜所情報（事菜所名、事桑所所在地
等） ，

“8，－タ画一一一可■一四⑬■グー~I■冒全咋醒ロター両J、

の適正化 ．

〔労働者派遺事粟の適正な運営の砿保及
ぴ派遣労働者の保瞳等に閲する法律第6
冬一遮靴眉墨1

派遣元率業主等における社会保険の適用
の適正化を図るため × 安定局 ■■■■

都道府県労働局
(労災補償担当腺）

健康保険法に基づく給付を行わなかつ
た者の記録

労災保険法に基づく保険給付の遼正化
〔労働者災害補償保険法第1条〕

労災保険法に基づく保険給付の適正化を
図るため × 基準局 _

都道府県労働局
労働基準監督署

事案所情報（事業所名、所在地、代褒
者名、適用年月日、全喪年月日、社会
保険料の納入状況、滞納処分の有無
等）

賃金の支払の確保等に関する法律第12条．
の2第1項 未払負金の立替払事案の遂行のため × 基準局 ■■■■



｡

【万ｲドﾗｲﾝ別表2別紙】

地方税法に基づく質問検査への情報提供

提供先 科目
質問検査権
(賦課徴収）

提供対象者

年金受給楢者 第1号被保険者･事業主

道府県の徴税吏員 事業税 72条の7 ○

総務省指定職員 個人の事業税 72条の63 ○

道府県の徴税吏員 譲渡割 72条の84 ○ ○

道府県の徴税吏員 不動産取得税 73条の8 ○

道府県の徴税吏員 たばこ税 74条の7 ○ ○

道府県の徴税吏員 ゴルフ場利用税 77条 ○

道府県の徴税吏員 自動車取得税 116条 ○

道府県の徴税吏員 軽油引取税 144条の11 ○

道府県の徴税吏員 自動車税 155条 ○

道府県の徴税吏員 道府県法定外普通税 264条 ○

市町村の徴税吏員 市町村民税 298条 ○

市町村の徴税吏員、
固定資産評価員又は
固宝資産評価補助員

固定資産税 353条 ○

道府県の徴税吏員及び
総務省指定職員

固定資産の調査 396条 ○

市町村の徴税吏員 たばこ税 470条 ○ ○

市町村の徴税吏員 鉱産税 525条 ○

市町村の徴税吏員 特別土地保有税 588条 ○ ○

市町村の徴税吏員 市町村法定外普通税 674条 ○

指定都市等の徴税吏員 事業所税 701条の35 ○ ○

徴税吏員 水利地益税 707条 ○

地方団体の徴税吏員 法定外目的税 733条の4 ○


